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(57)【要約】
【課題】増加欠陥の炙り出しを容易にするパネル検査方
法を提供する。
【解決手段】有機ＥＬを用いた複数の画素部が行列状に
配置された表示パネルの検査方法でであって、前記複数
の画素部の一部からなる画素部群の点灯を開始させる開
始ステップと、点灯すべき前記画素部群を順次変更する
ことにより、前記複数の画素部の各画素部の点灯および
消灯を繰り返す変更ステップと、前記変更ステップの後
、欠陥のある画素部の有無を判定する判定ステップとを
有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬを用いた複数の画素部が行列状に配置された表示パネルの検査方法であって、
　前記複数の画素部の一部からなる画素部群の点灯を開始させる開始ステップと、
　点灯すべき前記画素部群を順次変更することにより、前記複数の画素部の各画素部の点
灯および消灯を繰り返す変更ステップと、
　前記変更ステップの後、欠陥のある画素部の有無を判定する判定ステップとを有する
表示パネル検査方法。
【請求項２】
　前記変更ステップにおいて前記表示位置を順次変更することにより潜在的な欠陥画素部
の顕在化を進める
請求項１に記載の表示パネル検査方法。
【請求項３】
　前記画素部群は帯状であり、
　前記変更ステップにおいて、前記画素部群の位置を順次変更することによりスクロール
表示をさせる
請求項１または２に記載の表示パネル検査方法。
【請求項４】
　前記帯状の前記画素部群の長手方向は、前記複数の画素部の行方向、列方向、および、
行および列に対して斜め方向の何れかである
請求項３に記載の表示パネル検査方法。
【請求項５】
　前記帯状の前記画素部群の短手方向の幅は、前記表示パネルの画面サイズ以下である
請求項３または４に記載の表示パネル検査方法。
【請求項６】
　前記開始ステップおよび前記変更ステップにおいて、前記画素部群の各画素部を白色の
最大輝度で点灯させる
請求項１～５の何れか１項に記載の表示パネル検査方法。
【請求項７】
　前記開始ステップおよび前記変更ステップにおいて、前記画素部群の各画素部を、通常
発光の最大輝度に対応する定格電流よりも大きい電流によって点灯させる
請求項１～６の何れか１項に記載の表示パネル検査方法。
【請求項８】
　前記変更ステップにおいて、１つの画素部当たり少なくとも１万回の点灯および消灯を
繰り返す
請求項１～７の何れか１項に記載の表示パネル検査方法。
【請求項９】
　前記変更ステップにおいて、６時間以上２４時間以下の時間、点灯および消灯を繰り返
す
請求項１～７の何れか１項に記載の表示パネル検査方法。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか１項に記載の表示パネル検査方法と、
　欠陥と判定された画素部をリペアするリペアステップとを有する
表示パネル製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表示パネル検査方法および表示パネル製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　特許文献１は、有機発光装置の輝度経時変化を簡単に予測し、エージングを行う有機発
光素子の製造方法を開示する。
【０００３】
　この有機発光素子の製造方法は、まず、有機発光素子の輝度経時変化を予め測定し、測
定した輝度経時変化を化学反応式と拡散方程式から導出した輝度低下式を用いてフィッテ
ィングし、該輝度低下式のフィッティングパラメータを求める。次に、フィッティングパ
ラメータ用いて、測定した時間以降の輝度経時劣化を示す輝度経時劣化曲線を求め、輝度
経時劣化曲線に基づいてエージング時間を算出する。さらに、算出したエージング時間に
基づいて有機発光素子のエージングを行う。
【０００４】
　これにより、有機発光素子の製造方法において、輝度経時変化の予測精度の高いエージ
ングを行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１２５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術によれば、有機発光素子の増加欠陥を炙り出すことが困難
であるという問題がある。ここで、増加欠陥には増加輝点と増加滅点の２種類がある。増
加輝点は、製造直後は通常通り発光するが時間の経過とともに潜在的な輝点（つまり常時
点灯する欠陥画素）として顕在化することをいう。増加滅点は、製造直後は通常通り発光
するが時間の経過とともに潜在的な滅点（つまり常時消灯している欠陥画素）として顕在
化することをいう。
【０００７】
　本開示は、増加欠陥の炙り出しを容易にする表示パネル検査方法および表示パネル製造
方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示における表示パネル検査方法は有機ＥＬを用いた複数の画素部が行列状に配置さ
れた表示パネルの検査方法であって、前記複数の画素部の一部からなる画素部群の点灯を
開始させる開始ステップと、点灯すべき前記画素部群を順次変更することにより、前記複
数の画素部の各画素部の点灯および消灯を繰り返す変更ステップと、変更ステップの後、
欠陥のある画素部の有無を判定する判定ステップとを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示における表示パネル検査方法および表示パネル製造方法は、増加欠陥の炙り出し
を容易にすることができる。つまり、潜在的な画素欠陥を顕在化させることを容易にする
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態における検査システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、実施の形態における表示装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図３】図３は、実施の形態における表示パネル検査方法を示すフローチャートである。
【図４】図４は、実施の形態におけるスクロール表示の第１の例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態におけるスクロール表示の第２の例を示す図である。
【図６】図６は、実施の形態におけるスクロール表示の第３の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、「背景技術」の欄において記載した増加滅点に関し、以下の問題があるこ
とを見出した。
【００１２】
　増加欠陥は、有機ＥＬ（Electro Luminescence）表示パネルの製造プロセスにおいて混
入する異物が主な原因である。有機ＥＬ表示パネルの画素回路には、有機ＥＬ発光素子、
駆動トランジスタ等の回路素子が含まれる。この回路素子の製造プロセスにおいて異物が
混入すると、画素回路に欠陥が発生する可能性がある。異物が混入した部位によっては、
輝点（常時点灯する欠陥画素）、滅点（常時消灯する欠陥画素）、上記の増加輝点および
増加滅点などの欠陥画素が発生し得る。輝点、滅点という欠陥画素の発見は、製造直後の
有機ＥＬ表示パネルの点灯テストおよび消灯テストで簡単に発見できるが、増加欠陥（増
加輝点および増加滅点）は簡単には発見できない。本発明者は、点灯および消灯の多数回
の繰り返し、または長時間の通電によって、増加欠陥の炙り出し（つまり潜在的な増加欠
陥を顕在化させること）が可能なことを見出した。
【００１３】
　そこで、本開示は、増加滅点の炙り出しを容易にする表示パネル検査方法および表示パ
ネル製造方法を提供する。
【００１４】
　（実施の形態）
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１５】
　なお、発明者は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を
提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図
するものではない。
【００１６】
　以下、図面を用いて、実施の形態を説明する。
【００１７】
　［１．検査システムの構成例］
　図１は、検査システムの構成例を示す図である。この検査システムは、検査装置１００
と表示パネル１０とを備える。
【００１８】
　表示パネル１０は、有機ＥＬ表示装置（例えばテレビ受像機）に組み込まれる有機ＥＬ
表示パネルであって、透明基板と駆動部とを有する。
【００１９】
　透明基板は、例えば、ガラス基板や樹脂基板をベースとして、半導体プロセスによって
行列状に配置された複数の画素部を有する。
【００２０】
　駆動部は、例えば、１つ以上の第１のＣＯＦ（Chip On Film）基板と、１つ以上の第２
のＣＯＦ基板と、プリント回路基板とを有する。第１のＣＯＦ基板は、複数の画素部を行
単位で駆動する行ドライバＩＣ（Integrated Circuit）が実装されたフィルム状の基板で
ある。第２のＣＯＦ基板は、複数の画素部を列単位で駆動する列ドライバＩＣが実装され
たフィルム状の基板である。プリント回路基板は、行ドライバＩＣおよび列ドライバＩＣ
を制御することにより表示パネル１０の表示を制御する表示制御回路を有する。第１およ
び第２のＣＯＦ基板それぞれの数は、表示パネル１０のサイズに依存し、小型であれば１
つでよく、大型であれば複数である。
【００２１】
　検査装置１００は、表示パネル１０の増加欠陥を炙り出すために、表示パネル１０の検
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査をする。具体的には、検査装置１００は、表示パネル１０中の複数の画素部の一部から
なる画素部群を点灯させる、点灯すべき前記画素部群を順次変更することにより、前記複
数の画素部の各画素部の点灯および消灯を繰り返し、点灯および消灯を繰り返した後（例
えば一定回数の繰り返し後、または一定時間の経過後）に欠陥のある画素部の有無を判定
する。例えば、検査装置１００は、表示パネル１０の駆動部に、上記の画素部群を点灯画
素とする動的なテストパターンを表す映像信号を供給することによって、点灯すべき前記
画素部群を順次変更する。
【００２２】
　なお、表示パネル検査方法の対象となる表示パネル１０は、駆動部が実装されていない
段階であってもよい。この場合、検査装置１００は、駆動部が実装されていない表示パネ
ル１０の各種テスト用パッド群に直接、電源および検査用の信号を供給することによって
、上記の画素部群を表示パターンとする表示画像を表示パネル１０に表示させればよい。
【００２３】
　［２．表示パネルの製造方法］
　図２は、表示パネル検査方法を含む、表示装置の製造方法の１例を示すフローチャート
である。同図の製造方法は、まず、検査装置１００において表示パネル１０の増加欠陥を
炙り出す検査をし、欠陥画素の有無を判定する（Ｓ１）。さらに、欠陥画素が有る場合は
欠陥画素部をリペアし（Ｓ２）、表示パネル１０を筐体に組み込むことにより表示装置と
して組み立て（Ｓ３）、その後に出荷する（Ｓ４）。
【００２４】
　ステップＳ１における表示パネルの検査方法は、検査装置１００において実行される。
この表示パネルの検査方法の詳細については後述する。
【００２５】
　ステップＳ２では、欠陥画素が有る場合に、検査装置１００において、当該画素部の欠
陥部分が有機ＥＬ素子に混入した異物によるものである場合には、例えば、当該異物の部
分を島状に電気的に分離するように異物の周囲または全体をレーザビームで焼くことより
リペアする。
【００２６】
　ステップＳ３では、表示パネル１０を筐体に組み込み表示装置として組み立てる。
【００２７】
　なお、ステップＳ１からＳ４までの表示装置製造方法のうち、ステップＳ１からＳ３ま
では表示パネル製造方法に相当する。
【００２８】
　［３．表示パネルの検査方法］
　次に、図２のステップＳ１における表示パネル１０の検査方法について説明する。
【００２９】
　図３は、実施の形態における表示パネル検査方法を示すフローチャートである。同図の
ように、検査装置１００は、表示パネル１０に動的なテストパターンを表示させ（Ｓ１１
）、所定の条件が成就した後に（Ｓ１２ｙｅｓ）、欠陥画素の有無を判定する（Ｓ１３）
。
【００３０】
　上記のステップＳ１１では、行列状に配置された複数の画素部の一部からなる画素部群
の点灯を開始し（Ｓ１０１）、点灯すべき画素部群を順次変更することにより、複数の画
素部の各画素部の点灯および消灯を繰り返す（Ｓ１０２）。
【００３１】
　これにより、画素部に強いストレスを与えることにより潜在的な画素欠陥の顕在化を容
易にし、さらに顕在化を進める。
【００３２】
　たとえば、ステップＳ１０２において、点灯すべき画素部群の形状は帯状であり、画素
部群の位置を順次変更することによりスクロール表示をさせてもよい。この場合、帯状の
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画素群の長手方向は、複数の画素部の行方向、列方向および斜め方向の何れかである。ま
た、帯状の前記画素部群の短手方向の幅は、例えば、表示パネル１０の画面サイズの１／
４、１／３、１／２等でよく、表示パネル１０の画面サイズ以下である。
【００３３】
　また、ステップＳ１０１およびＳ１０２において、上記の画素部群の各画素部を白色の
最大輝度で点灯させてもよい。あるいは、通常発光の最大輝度に対応する定格電流よりも
大きい電流によって点灯させてもよい。こうすれば、画素部に強いストレスを与えること
により潜在的な画素欠陥の顕在化を容易にする。
【００３４】
　ステップ１２における所定条件は、例えば、画素当たり少なくとも１万回の点灯および
消灯の繰り返しである。こうすれば、各画素部に点灯および消灯の繰り返しという強いス
トレスを与えることにより潜在的な画素欠陥を顕在化させることを容易にする。なお、所
定条件は、６時間以上２４時間以下の時間の経過であってもよい。
【００３５】
　ステップＳ１３における欠陥画素の判定において、検査装置１００は、表示パネル１０
を全点灯させた状態および全消灯させた状態でＣＣＤカメラ等の撮像装置によって表示パ
ネル１０を撮像し、滅点および輝点の有無を判定し、欠陥画素が有る場合に当該画素部の
抽出を行う。
【００３６】
　次に、表示パネル検査方法の具体例として第１例から第３例について説明する。
【００３７】
　（表示パネル検査方法の第１例）
　図４は、図３のステップＳ１０３におけるスクロール表示の第１例を示す図である。同
図において表示領域１１は、表示パネル１０中の行列状に配置された複数の画素部によっ
て画像（ここでは動的なテストパターン画像）が表示される領域である。同図における４
つの表示領域１１の例は、白色帯の縦スクロール表示における経時的な変化を示している
。図中のＷ１は、点灯される画素部群に対応し、縦方向に一定幅の白色帯を示している。
一定幅は、たとえば表示領域１１の縦方向の総画素数のａ％（例えば２５％）とする。図
４の３段目では最下行まで白色帯が達している。この後、白色帯は、４段目に示すように
、２つの白色帯Ｗ１ａと白色帯Ｗ１ｂに分かれるようにスクロールする。白色帯Ｗ１ａの
幅と白色帯Ｗ１ｂの幅の和は、白色帯Ｗ１と同じである。これにより点灯している画素部
の数（または消灯している画素部の数）を一定にしている。
【００３８】
　このように図４の第１例では、行方向に伸びた白色帯状の画素部群の表示位置を１行ず
つ変更することにより縦方向（つまり列方向）のスクロール表示を行う。これにより、複
数の画素部中の画素部それぞれの表示時間と、点灯および消灯の繰り返し回数とを均等に
している。つまり、全画素部について増加欠陥の炙り出しを容易かつ平等にしている。
【００３９】
　（表示パネル検査方法の第２例）
　図５は、図３のステップＳ１０３におけるスクロール表示の第２例を示す図である。同
図は、図４の第１例と比べて、点灯される画素部群である白色帯Ｗ１が、横方向（行方向
）に一定幅を有し、横方向（つまり行方向）にスクロール表示される点が異なっている。
【００４０】
　図５の第２例では、列方向に伸びた白色帯状の画素部群の表示位置を１列ずつ変更する
ことにより横方向（行方向）のスクロール表示を行う。これにより、複数の画素部中の画
素部それぞれの表示時間と、点灯および消灯の繰り返し回数とを均等にしている。つまり
、全画素部について増加欠陥の炙り出しを容易かつ平等にしている。
【００４１】
　（表示パネル検査方法の第３例）
　図６は、図３のステップＳ１０３におけるスクロール表示の第３例を示す図である。同
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図は、図４の第１例と比べて、点灯される画素部群である白色帯Ｗ１が、斜め方向に一定
幅を有し、縦斜め方向にスクロール表示される点が異なっている。
【００４２】
　図５の第２例では、列方向に白色帯状の画素部群の表示位置を行または列方向に１画素
ずつ変更することにより斜め方向のスクロール表示を行う。これにより、複数の画素部中
の画素部それぞれの表示時間と、点灯および消灯の繰り返し回数とを均等にしている。つ
まり、全画素部について増加欠陥の炙り出しを容易かつ平等にしている。
【００４３】
　以上第１例から第３例について説明したが、表示パネル検査方法における表示は、これ
らのスクロール表示に限らない。例えば、表示パネル１０中の表示領域１１をＮ（Ｎは例
えば４、８、１６など）個に等分割し、分割部分を順次に白色点灯するように分割表示し
てもよい。このような分割表示やスクロール表示は、全点灯（全画素部の白色表示）と比
べて消費電流が少ないので、検査装置１００の電源ユニットから表示パネル１０への突入
電流を低減し、電源ユニットへの過負荷を避けることができる。
【００４４】
　なお、図２において、表示パネルの検査は、表示装置の組み立て前に行っているが、表
示装置の組み立て後に行ってもよい。すなわち、図２のステップＳ３においてステップＳ
１と同様の検査をおこなってもよい。
【００４５】
　［４．効果等］
　以上説明してきたように本開示における表示パネル検査方法によれば、増加欠陥の炙り
出しを容易にする。つまり、表示パネル中の潜在的な欠陥画素部を顕在化することを容易
にする。
【００４６】
　本開示の一態様における表示パネル検査方法は、有機ＥＬを用いた複数の画素部が行列
状に配置された表示パネルの検査方法であって、前記複数の画素部の一部からなる画素部
群の点灯を開始させる開始ステップと、点灯すべき前記画素部群を順次変更することによ
り、前記複数の画素部の各画素部の点灯および消灯を繰り返す変更ステップと、変更ステ
ップの後、欠陥のある画素部の有無を判定する判定ステップとを有する。
【００４７】
　この構成によれば、増加欠陥の炙り出しを容易にする。
【００４８】
　ここで、前記変更ステップにおいて前記表示位置を順次変更することにより潜在的な欠
陥画素部の顕在化を進めてもよい。
【００４９】
　ここで、前記画素部群は帯状であり、前記変更ステップにおいて、前記画素部群の位置
を順次変更することによりスクロール表示をさせてもよい。
【００５０】
　ここで、前記帯状の前記画素部群の長手方向は、前記複数の画素部の行方向、列方向、
および、行および列に対して斜め方向の何れかであってもよい。
【００５１】
　ここで、前記帯状の前記画素部群の短手方向の幅は、前記表示パネルの画面サイズ以下
であってもよい。
【００５２】
　ここで、前記開始ステップおよび前記変更ステップにおいて、前記画素部群の各画素部
を白色の最大輝度で点灯させてもよい。
【００５３】
　ここで、前記開始ステップおよび前記変更ステップにおいて、前記画素部群の各画素部
を、通常発光の最大輝度に対応する定格電流よりも大きい電流によって点灯させてもよい
。
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【００５４】
　ここで、前記変更ステップにおいて、１つの画素部当たり少なくとも１万回の点灯およ
び消灯を繰り返してもよい。
【００５５】
　ここで、前記変更ステップにおいて、１つの画素部当たり少なくとも１万回の点灯およ
び消灯を繰り返してもよい。
【００５６】
　また本開示の一態様における表示パネル製造方法は、上記の表示パネル検査方法と、欠
陥と判定された画素部をリペアするリペアステップとを有する。
【００５７】
　以上、表示パネル検査方法および表示パネル製造方法について、実施の形態に基づいて
説明したが、本開示は、この実施の形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱
しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形
態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に
含まれても良い。
【００５８】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【００５９】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本開示は、テレビ受像機、情報機器などの表示装置に用いられる表示パネル検査方法お
よび表示パネル製造方法に利用できる。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　表示パネル
　１１　表示領域
　１００　検査装置
　Ｗ１、Ｗ１ａ、Ｗ１ｂ　白色帯
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